
・国立大学の全国共同利用型の附置研究所等において行われてきた共同利用・共同研究
システムを、公私立大学にも拡大。

・これまで全国共同利用型の附置研究所等は、一分野につき一拠点の設置を原則として
きたが、分野の特性に応じて複数設置することも可能に。

・従来の全国共同利用型の附置研究所等は、単独の組織単位で認められてきたが、複数
の研究所から構成されるネットワーク型の拠点形成も可能に。

・学校教育法施行規則において、共同利用・共同研究拠点の制度的位置付けを明確化。

国公私立大学を通じた共同利用・共同研究拠点制度について

○個々の大学の枠を越えて、大型の研究設備や大量の資料・データ等を全国の研究者が共同で利用したり、共同研究を行う「共同利用・共同研
究」のシステムは、我が国の学術研究の発展にこれまで大きく貢献。

○こうした共同利用・共同研究は、従来、国立大学の全国共同利用型の附置研究所や研究センター、大学共同利用機関等を中心に推進されてきた
が、我が国全体の学術研究の更なる発展を図るには、国公私立大学を問わず大学の研究ポテンシャルを活用して、研究者が共同で研究を行う体
制を整備することが重要。

○このため、科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会の報告（H20.5.27）を踏まえ、平成２０年７月に、学校教育法施行規則の改正等
により、国公私立大学を通じたシステムとして、新たに文部科学大臣による共同利用・共同研究拠点の認定制度を創設。

※学校教育法施行規則第143条の2
※共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程（平成20年文部科学省告示第133号）

我が国の学術研究の基盤強化と新たな学術研究の展開
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学校教育法施行規則（平成２０年７月３１日公布・施行） 
 
 

第百四十三条の二 大学には、学校教育法第九十六条の規定により大学

に附置される研究施設として、大学の教員その他の者で当該研究施設

の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものを

置くことができる。 
２ 前項の研究施設のうち学術研究の発展に特に資するものは、共同利

用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
※共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程（文部科学省告示第１

３３号）を、学校教育法施行規則と同日付で公布・施行。 

（参考）学校教育法（昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号） 
第九十六条 大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。
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